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【企画調整課】

　近畿中国森林管理局では、開かれた「国民の森林」としての国有林の管理経営や国民視点に立った行政をより一

層推進していくため、情報の受発信による対話型の取組を進めています。

			その取組の一環として、国有林の事業運営等について国民の皆さまに理解を深めていただくとともに、ご意見や

ご要望をお伺いして国有林野行政に反映させる国有林モニター事業を実施しています。

			モニターは、毎年 80 名程度を募集しており、以下の応募資格を満たす方であれば、どなたでも応募いただくこ

とが可能です。

　モニターの皆様には、毎月、林野庁や当局の取組内容に関する資料やイベントの開催案内等をお送りし、国有林

への理解や関心を深めていただくとともに、国有林野事業へのご意見やご要望をお伺いしています。

トピックス

国有林モニター事業について

応募資格※
　近畿中国森林管理局が管轄する２府 12 県（石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）にお住まいで、森林・林業及び国有林に関心のあ
る 18 歳以上の方。
　ただし、国会及び地方議会の議員、地方公共団体の長、常勤の国家公務員、過去３年間連続してモニターを務
められた方は除きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和７年度モニターの募集は既に終了しております。
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　また、年に１回、「国有林モニターアンケート」を実施し、国有林に対するイメージやご意見・ご要望、期待され

ている取組等の把握に努めています。

　さらに、本取組の目玉として、モニターの皆様を管内国有林へ案内し、森林整備や治山事業等の現場を視察いただ

き、当局職員やモニター同士での意見交換会を行う「国有林モニター会議」を年に１回開催しています（ご希望に応

じて 10 名程度をご案内することとし、希望者多数の場合は抽選で参加者を決定しています）。

　今年度は、９月 27 日（金）に広島県で開催し、高性能林

業機械を使用した木材生産事業箇所や ICT を活用した治山事

業箇所をご覧いただきました。

　林業や治山事業の現場を初めて目にされた方も多く、意見

交換会では、「一本の木の価格はいかほどか」、「苗木を植え

た後の獣害対策はどうするのか」といった質問や、「デジタ

ル技術の活用が進んでいることに驚いた」等の感想が寄せら

れ、大変盛況な会議となりました（詳細な実施内容について

は、令和６年11月号の「森のひろば」に掲載しておりますので、

是非ご覧ください）。

　近畿中国森林管理局では、これからも分かりやすい情報発信に努めるとともに、モニターの皆様からのご意見・ご

要望等をこまやかにお聞きしてまいります。

左：林野庁情報誌「RINYA」 右：近畿中国森林管理局
の取組紹介ガイドブック    
「保護林に行く」

左：木材生産事業箇所における説明の様子 右：意見交換会の様子

令和６年 11 月号の「森のひろば」
					https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/koho/koho_si/morinohiroba/pdf/no1184.pdf


